
ヘルスケア分野における
新商品開発・展示会出展を支援します
ヘルスケアビジネス臨時支援事業費補助金

補助率 以内 限度額 万円

厳しい経済・物価情勢下でも、ヘルスケア分野において成長を目指す県内中小企業に対し、新商品開発や展示会
出展に要する費用を支援します。

秋田県 産業労働部 新産業創造課 産学官連携チーム
〒 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎３階
： ／ ：

｜申請・お問い合わせ先｜

■留意事項
・申請書類に不備がある場合、受理できませんのでご留意ください。
・県の完成検査を終えてから約 か月後に補助金が入金されます。そのため、事業の実施に際しては、対象
経費の全額を自社で調達する必要があります。

・事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費
に限ります。

・この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

■補助対象
県内中小企業（みなし大企業を除く）

■採択予定
件

■補助対象経費
直接人件費、原材料費、機械器具費（レンタル）、出展料、小間装飾費 等

①医療福祉従事者のニーズを実現する新商品開発
②ヘルスケア関連の展示会への出展
③①と②の双方を実施する事業

■補助対象事業

■申請スケジュール

令和 年 月 日（月）～ 月 日（木）申請期間

交付決定日※（令和 年 月頃）～令和 年 月 日（金）補助対象期間

書面審査／結果通知

下記の から要領等や提出様式をご確認ください。
公募開始

※事前着手の承認を受けることで、交付決定日より前に事業を開始できる場合があります。


